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研究成果の概要： 
 本研究は、既往研究において十分に明らかにされてこなかった重伝建地区の広域景観特性お
よび現行の広域景観コントロール手法の全体像を明らかにするとともに、今後のコントロール
手法を提案した点に研究意義がある。主な研究成果は、地形条件と市街地形態の組み合わせか
ら広域景観特性として 13類型を導き出したこと、13類型と現行の景観コントロール手法の相
関性として４類型を導き出すとともに類型ごとの今後の広域景観コントロール手法を提案した
こと等である。 
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１．研究開始当初の背景 
（1）伝建地区および周辺地区の広域景観コ
ントロール上の課題 
 伝統的建造物群保存地区（以下、伝建地区）
は、伝統的建造物群が良好に現存する地区を
中心にして範囲設定されるため、例えば城下
町のように規模の大きな市街地では、城下町
地区全体に渡って伝統的建造物群が存在して
いることは皆無であるため、かつての歴史的
市街地において伝統的建造物群が残る一部の
地区は伝建地区指定されるものの、その周辺

には現代化の進んだ歴史的市街地が存在し、
伝建地区との調和をどのように図るかが大き
な課題となっている。また特に地方都市にお
いては、歴史的市街地は周辺の自然景観（河
川・里山・農地など）と深く関わりながら景
観形成されており、周辺地区の景観保全と一
体化して取り組めるかどうかが課題である。 
 このような状況下、2004年度には景観法が
制定され、景観法によって制度化された様々
な景観施策は伝建地区及び周辺地区におい
ても適用可能となり、伝建地区制度との併用
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による新たな景観コントロールの途が開か
れることとなった。 
（2）申請者による既往研究成果 
 既往研究成果においては、市町村による伝
建地区の運用状況には違いが見られること
を明らかにしているが、特にその大きな点の
１つは、伝建地区とその周辺地区を含んだ広
域景観形成の視点から伝建地区が市街地内
の「陸の孤島」にならないように配慮してい
るかどうかによって生じている。具体的には、
市町村景観条例等を制定して周辺地区に対
する広域景観コントロール施策（景観形成地
区等の指定）を実施している地区と実施して
いない地区とに大別することが出来ること
である。周辺地区は、都市計画区域内の伝建
地区においては市街地景観が、都市計画区域
外の場合は自然景観が主なコントロール対
象となっている。 
 また歴史都市における伝建地区と周辺地
区からなる広域景観特性は、地形条件（山腹
型・谷間型・山麓型・平地型・海辺型・島型）
と市街地形態（線的町並連続型・線的町並分
散型・面的町並連続型・面的町並分散型）の
組み合わせから、10 類型を導き出している。 
 
２．研究の目的 
（1）本研究はこれらの既往研究成果を踏ま
えて、制度創設以来、大きな制度改正がなさ
れていない伝建地区制度を対象に、伝建地区
及び周辺地区からなる広域景観形成の視点
の有無によって市町村の制度運用に違いが
見られることに着目して、周辺地区における
広域景観コントロール施策の運用現況及び
その効果と課題について明らかにすると共
に、伝建地区を有する歴史都市の地形条件と
市街地類型の組み合わせから広域景観特性
を類型化し、類型ごとに景観法・市町村景観
条例・伝建地区制度の三者の効果的な併用の
在り方を検討し、その広域景観特性を活かし
て伝建地区と周辺地区を一体的・総合的に景
観コントロールする新しい手法について考
案することを目的としている。 
（2）具体的には、以下の通りである。 
①全伝建地区78地区を対象にして、伝建地区
の周辺地区に対する広域景観コントロール手
法の実施の有無及び具体的な制度内容につい
て把握する。 
②①において把握された景観コントロール手
法の制度内容を類型化し、その全体像を明ら
かにする。 
③次に伝建地区と周辺地区による広域景観特
性について、当該都市の地形条件と市街地形
態の組み合わせから類型化すると共に、類型
ごとの広域景観特性について把握する。 
④そして①で把握した周辺地区の広域景観コ
ントロール手法の適用の傾向について、③で
把握した類型ごとに分析し、両者の相関性や

類型ごとの特徴と課題について明らかにする。
また積極的に取り組んでいる地区を先進地区
として選定する。 
⑤先進地区を対象にして現地調査（ヒアリン
グ調査・資料収集・フィールド調査）を行い、
現状の景観コントロール手法の効果と課題を
明らかにする。 
⑥新たに制定された景観法の制度内容を整理
し、歴史的市街地に適用できる制度内容を把
握する。 
⑦以上の分析結果を踏まえて、限定された地
区だけを対象とする伝建地区制度の限界につ
いて指摘すると共に、類型ごとに景観法・市
町村景観条例・伝建地区制度の三者の効果的
な併用の在り方を検討し、その広域景観特性
を活かして伝建地区と周辺地区を一体的・総
合的に景観コントロール出来る新しい広域景
観コントロール手法について考案する。 
 
３．研究の方法 
（1）全伝建地区79地区を対象にしたアンケー
ト調査・資料収集・ヒアリング調査 
 伝建地区の周辺地区に対する広域景観コン
トロール手法の実施の有無及び具体的な制度
内容（条例名・地区名・コントロール内容な
ど）について把握するために、全伝建地区79
地区（2007年度現在）を対象にしてアンケー
ト調査を行う。併せて関連資料（伝建地区の
最新条例・計画・事業に関するもの・同様に
景観条例に関する最新のもの・研究対象地区
の地形図の収集も行う。アンケート調査に関
しては、必要に応じて電話による補足のヒア
リング調査も行う。 
（2）景観コントロール手法の類型化 
 アンケート調査により把握された広域景観
コントロール手法について、その制度内容を
類型化して全体像を明らかにする。また伝建
地区および周辺地区の広域景観コントロール
手法を一覧出来る図面を作図する。 
（3）地形条件と市街地形態の組み合わせによ
る広域景観特性の類型化 
 伝建地区及び周辺地区の広域景観特性につ
いて、収集した地形図及び関連計画図をもと
に地形条件と市街地形態の組み合わせから類
型化すると共に、類型ごとの広域景観特性の
特徴について分析する。 
（4）広域景観特性の類型と広域景観コントロ
ール手法の相関性の把握と先進事例の選択 
上述の分析結果を踏まえて、周辺地区の広域
景観コントロール手法の適用の現状（景観コ
ントロールのための地区指定状況）を把握す
るとともに、広域景観特性の類型ごとに地区
指定の傾向など分析し、両者の相関性や類型
ごとの特徴と課題などについて明らかにする。
また積極的に取り組んでいる地区を先進地区
として選定する。 
（5）先進事例に対する現地調査 



 広域景観特性の類型ごとに選定した先進
事例に対して現地調査（当該市町村に対する
ヒアリング調査・資料収集・現地におけるフ
ィールド調査）を行い、現状の景観コントロ
ール手法の効果と課題を明らかにする。 
 選択した事例は、南砺市相倉（山腹型、面・
分散型）、白川村荻町（谷間型、面・連続型）、
亀山市関宿（山麓型、線・連続型）、大津市
坂本（山麓型、面・連続型）、橿原市今井町
（平地型、面・連続型）伊根町伊根裏（海辺
型（谷間型）、線・連続型）、長崎市東山手・
南山手（海辺型（山麓型）、面・連続型）、
雲仙市神代小路（海辺型（平地型）、面・連
続型）、丸亀市塩飽本島町笠島（島型（海辺
型）、面・連続型）などである。 
（6）景観法・景観条例・伝建地区を効果的
に併用した新しい広域景観コントロール手
法の考案 
 全ての分析結果を踏まえた上で、景観法、
市町村景観条例、伝建地区制度、その他の関
連制度の効果的な併用によって、伝建地区と
周辺地区を一体的・総合的に景観コントロー
ル出来る新しい広域景観コントロール手法
について考案する。 
 
４．研究成果 
（1）第一に、研究対象とした 79 地区の重伝
建地区および周辺地区における広域景観コ
ントロール手法の現状を把握するとともに、
伝建地区ごとに広域景観コントロール手法
を一覧できるデータ（図面）を作成したこと
である。全国の伝建地区の広域景観コントロ
ール手法を一覧できるデータは、従来、皆無
であったため、これらは現状の評価や今後の
見直しに向けての有益なデータの１つとし
て活用できると思われる。調査協力を得た伝
建地区の行政担当者には、作成したデータを
送付して還元している。 
（2）第二に、地形条件の類型結果（図１）
と市街地形態の類型結果（図２）を確定する
と共に、両者の組み合わせから広域景観特性
を類型した結果、以下に示す 13 類型を導き
出したことである。 
①山腹型・面的街路町並分散型 
②谷間型・線的街路町並連続型 
③谷間型・面的街路町並連続型 
④谷間型・面的街路町並分散型 
⑤山麓型・線的街路町並連続型 
⑥山麓型・面的街路町並連続型 
⑦平地型・線的街路町並連続型 
⑧平地型・面的街路町並連続型 
⑨海辺（谷間）型・線的街路町並連続型 
⑩海辺（山麓）型・面的街路町並連続型 
⑪海辺（平地）型・面的街路町並連続型 
⑫島（中心集落）型・面的街路町並連続型 
⑬島（海辺）型・面的街路町並連続型 
 

図１ 地形条件による類型 
 
 

 
図２ 市街地形態による類型 

 
 
（3）第三に、広域景観特性の類型と広域景
観コントロール手法の相関性について分析
した結果、13 類型ごとの特徴と傾向を把握し
た上で、「市街地景観＋自然景観」、「市街地
景観」、「集落＋自然景観」、「島の集落＋自然
景観」の４類型に大別できることを導き出す
とともに、類型ごとの新しい広域景観コント
ロール手法を提案したことである。 
 提案にあたり、有効と考えられる広域景観
コントロール手法をまとめると図３に示す
通りである。広域景観コントロール手法は、
重伝建地区および周辺地区が都市計画区域
内に位置しているのかあるいは区域外に位
置しているかによって、２つに大別すること
が出来る。都市計画区域内であれば、重伝建
地区の周辺地区（市街地）に対して、高度地
区、風致地区、地区計画、景観地区などを運
用することが可能となるが、区域外であれば
これらの都市計画手法が運用できなくなる
ためである。 



 
図３ 重伝建地区および周辺地区における 
    景観コントロール手法 
 
 
①「市街地＋自然景観」における広域景観コ
ントロール手法 
 重伝建地区の周辺地域に主に市街地が広が
っており、更に周辺地域に自然景観である山
を有している「市街地＋自然景観」に該当す
る類型は、谷間型、山麓型、海辺（山麓）型、
島（海辺）型の面・連型、山麓型・線・連型
の５つであり、重伝建地区数は42地区である。 
 基本方針としては、市街地景観については、
重伝建地区と周辺地域の町並みの一体的な景
観を形成するために、景観計画区域を指定す
るとともに、必要に応じて、高度地区、風致
地区、地区計画、景観地区を指定することが
考えられる。自然景観については、周辺地域
の山に風致地区、保安林の地区指定が考えら
れ、周辺地域に農地がある場合については、
農業振興地域（農用地区域）を指定すること
が考えられる。 
②「市街地景観」における広域景観コントロ
ール手法 
 重伝建地区の周辺地域に市街地が広がって
おり、周辺地域に自然景観を有していない「市
街地景観」に該当する類型は、平地型、海辺
（平地）型の面・連型、平地型・線・連型の
３つであり、重伝建地区数は13地区である。 
 基本方針は、市街地景観については、重伝
建地区と周辺地域の町並みの一体的な景観を
形成するために、景観計画区域を指定すると
ともに、必要に応じて、高度地区、風致地区、
地区計画、景観地区を指定することが考えら
れる。自然景観については、周辺地域に農地
がある場合については、農業振興地域（農用
地区域）を指定することが考えられる。 
③「集落＋自然景観」における広域景観コン
トロール手法 
 重伝建地区の周辺地域の大部分が山で囲わ
れており、市街地（集落）がほぼ重伝建地区
に指定されている「集落＋自然景観」に該当
する類型は、山腹型、谷間型の面・分型、谷

間型、海辺（谷間）型の線・連型の４つであ
り、重伝建地区数は22地区である。 
 基本方針としては、市街地景観については、
多くの地区で市街地（集落）の全体が重伝建
地区に指定されているため、新たな地区指定
を必要とする地区は少ないと考えられる。周
辺地域に市街地が存在する場合には、伝建地
区の拡大や景観条例に基づく地区指定が考え
られる。自然景観については、周辺地域の山
に対して保安林を指定することが考えられ、
周辺地域に農地がある場合については、農業
振興地域（農用地区域）を指定することが考
えられる。 
④「島の集落＋自然景観」における広域景観
コントロール手法 
 重伝建地区が海に囲まれており、市街地（集
落）の全体が重伝建地区に指定されている「島
の集落＋自然景観」に該当する類型は、島（中
心集落）型・面・連型の１つであり、重伝建
地区数は２地区である。 
 基本方針としては、市街地景観については、
多くの地区で市街地（集落）の全体が重伝建
地区に指定されているため、新たな地区指定
を必要とする地区は少ないと考えられる。周
辺地域に市街地が存在する場合には、伝建地
区の拡大や景観条例に基づく地区指定が考え
られる。自然景観については、周辺地域に農
地がある場合については、農業振興地域（農
用地区域）を指定することが考えられる。 
（4）第四に、広域景観特性のより詳細な把
握のための補足分析として、景観特性の形成
に影響を与えていると考えられる気候条件
を加味した結果、気候条件としては、３つの
気候要素（降水・降雪・風）が重要になるこ
とを把握するとともに、降水量では３類型
（多降水量地域・中降水量地域・少降水量地
域）、降雪では３類型（特別豪雪地帯・豪雪
地帯・非豪雪地帯）、風では２類型（強風地
域・非強風地域）、以上の３つの気候要素を
組み合わせると 17 類型となることを導き出
したことである。そして地形条件および市街
地形態の組み合わせによる 13 類型と気候条
件による 17 類型を組み合わせると、本研究
の対象としている伝建地区は 44 類型に類型
できることを導き出したことである。 
（5）今後の課題 
 伝建地区を有する自治体の景観計画策定
への取り組み動向を把握し、実際に策定され
た景観計画の中における伝建地区と周辺地
区の景観コントロール手法の位置づけを本
研究で導き出した類型ごとに分析するとと
もに、本研究において提案している景観計画
を柱とした広域景観コントロール手法との
比較分析を通じてその妥当性を検証するこ
と、さらに気候条件を加味した上で提案内容
全般を深化させより実現性の高い提案とす
ることが今後の課題である。 
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